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 未来を語り 未来を創り 未来に残す。    

                               令和 3年 10月 1日よりインボイス制度の登録申請受付が始まります。 

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、 
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Q1)インボイス制度とは？ 

(A1)インボイス制度とは適格請求書等保存方式のことです。イン

ボイス制度とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費

税率等を伝えるものです。適格請求書の記載事項は、 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号 

②取引年月日 ③取引の内容（軽減対象資産にはその旨） 

④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）

及び適用税率 

⑤税率ごとに区分した消費税額等 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

(Q2)消費税は支払っていますので、何をすれば良いのですか？ 

(A2)現在課税事業者の方は、登録申請書を提出して、登録番号を

貰って下さい。法人の場合、現行の法人番号の頭に『Ｔ』が付

くだけです。個人の場合は、新たに番号を貰って下さい。 

(Q3)登録番号を貰っていなかったらどうなるのですか？ 

(A3)買手から要求された場合、番号が無いと、消費税の仕入控除

になりませんので、取引を断れることになるでしょう。そうす

ると商売ができなくなりますね。“それはイカンばい”→それ

なら早く行っておきましょう！ 

(Q4)いつまでに登録申請すればいいのですか？ 

(A4)遅くとも、令和 5年 3月 31日までに、登録申請書を提出して

ください。令和 5年 10月 1日からインボイス制度が開始され

ますので、早めの対応お願いします。 

(Q5)免税事業者（売上が 1,000 万円以下の人）は、課税事業者に

ならないと商売が出来なくなるならば、消費税は支払わないと

いけませんから、廃業する人が増加するのではないですか。 

(A5)そのことも考えられます。課税事業者になり、登録番号を貰

っておれば商売は出来ますので、令和 5年 10月 1日から世の

中が変わるでしょうね。 

(Q6)インボイスの与える影響はどのような事が考えられますか 

(A6)①特に農家への影響は深刻です。農産物販売金額が 50万円以上

の販売農家は全国で 107 万戸ですが、このうち 1,000 万円以

下 は 94.5 万戸です。全体の 90％を占めます。この人々が市

場から排除される危機にさらされることになりますと、日本

人の食糧と自然環境は守れますか？一番困るは都会に住む

市民の食事が保証できなくなる可能性があることです。  

（税理士新聞第 1712号 9月 15日号より） 

  ②創業したばかりの人は売上が 1,000 万円以下ですと、消 

費税の負担が非常に大きく影響するので、資金繰りに困る

でしょう。 

  ③コロナ禍で飲食店等は大変な売上減になっていますのに

追い打ちをかけたような税金負担が発生します。創業して

店じまいとなりかねませんね。 

  ④中小法人の経費が増えることです。軽減税率 8％、それ以

外の10％この仕入控除する事務負担とインボイス制度にお

ける諸経費の増加は避けられません。消費税の計算が益々

複雑になっていきます。8％と 10％区分するのでなく、統

一してほしいですね。 

  ⑤零細中間業者の淘汰。一般的な委託販売、中間業者が  

農家等から仕入できず、商売ができなくなります。これら

の人々は登録申請して、課税事業者になることで生き延び

ることが出来ます。 

  ⑥農水省の農業に参入する人々への現在の支援がことごと 

く破壊されていきます。農業に算入するための研修期間 2

年間独立してままない新規就農者への支援 5 年間の制度。

農業の売上が 1,000万円以上上げることは 5年間位では不

可能です。ことごとく制度が破壊されていくでしょう。も

っと国全体として農水省、財務省と考えるべきではないで

しょうか。 

  ⑦何よりも、日本の食の問題であること。もっと政治家は  

学ぶべきです。アメリカは消費税はありません。イギリス

は食糧品等の軽減税率は 0（ゼロ）です。 

 

【 西田税理士の私見 】 
①消費税を廃止して、売上税の導入。 

1億円以下の人々からの税金は取りません。 

②消費税は、貧富の差を拡大します。貧しい人はより貧しくな

り、金持ちはより金持ちになるのです。子供食堂はいつから出

来たのか。賃金が上がっても、所得が増えないのは何故？ 

③今度のコロナ禍で、日本がいかに世界から遅れていると思い

ましたね。ウイルス対策など国家的戦略すべきです。ワクチン

買うのに 1.6兆円支出しています。日本人は優秀な学者が沢山

います。これらの人々を生かすべきです。大学教育の見直し 

④同じことが食糧不足で起こりますよ。どの国も自国の国民の

生命を守るためにも、食料を輸出しますか→ＮＯしないと思い

ます。だから農業は生命産業であり、国民一人一人が農業を守り、

自然を守るべきです。コロナ禍と同じように二度と失敗しないこ

とです。経済優先でなく、日本人が生き延びる持続可能な国作り

をすべきではないでしょうか。 

⑤もっと詳しく知りたい方は＜衆議院選挙の前に知っておくこと＞ 

 ①消費税について凍結、廃止すべきである 

 ②消費税がなければ経済は発展する 

 資料をお送りしますのでいつでも担当者に言って下さい。 

 みんなで考えましょう。 

⑥コロナ禍により、フランスやドイツ等は消費税の税率を下げて

います。日本は増税しようとしています。減税して消費税を復活

すべきです。そんな政党に一票入れるべきではないでしょうか。 

 

 

① 経営者のための経営学 

  ・決算書の読みこなし術  １０月２２日（金） 

  ・損益分岐点の活用法   １０月２６日（火） 

② 相続税セミナー ～亡くなる人の幸せを願って～ 

   １０月２７日（水） 【 会場（パレア） ・ WEB 】 

◇◆チラシを入れておりますので是非ご覧ください◇◆ 

 

 

今年も開催予定としていました西親会のゴルフコンペは、 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、 

開催を中止することといたしました。 

何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。 

 

 

当事務所では、相続事業承継に関する様々な疑問にお答えする

ために、個別相談会を開催いたします。 

日 時：毎週水曜日 10：00～16：00の時間 

※上記の時間帯は先着順での受付となるため、ご希望の時間帯に

沿えない場合がございます。予めご了承ください。 

※上記日程以降も毎月個別相談会を 

開催予定としております。また、電 

話相談は正確なアドバイスができま 

せんので、一切行っておりません。 

この機会に是非ご参加下さいませ。 

 

 

九州農業経営研究会は 9月 17日パレア 9階で人手不足に対応す

るために以下の研修会を行いました。農業に限らず色々な業種の

今 月 も 無 料 相 談 会 を 開 催 し ま す ！ 

西 親 会 は 中 止 致 し ま す 

令和 3 年 10 月 1 日よりインボイス制度の 

登 録 申 請 受 付 開 始 ！ ！ 

コ ロ ナ 禍 対 策 Ｗ Ｅ Ｂ セ ミ ナ ー 

どの業種も人手不足→解決策はあるのか 
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イタリアの食卓  トラットリア・オッジ 

店内のほとんどのメニューをお持ち帰り頂けます。 

お店でしか味わえない本格的なイタリアンをご家庭で。 

ぜひ一度ご賞味くださいませ。 

お得なボックスセットや多人数用のオードブルもござい

ます。詳しくは HP をご覧ください。 

            TEL：096-285-7127 

ランチボックス（写真はｲﾒｰｼﾞ） 

🔍トラットリア・オッジ 

人も良いのですから、一度相談しようとお考え 

の方はご遠慮なくご相談くださいませ。 

（担当：西田・中満） 

①PM1：35～3：00<繁忙期の季節労働者の雇用について> 

 ㈱グロップ西日本営業本部 営業推進課 秋沢貴宜様 

  携帯電話：070-7561-3268 

②PM3：10～5：00<農業就業者及び季節雇用者の雇用について> 

 公益財団法人 産業雇用安定センター熊本事務所 

城勝之様 TEL:096(359)3526 

※いずれも人手不足、それも繁忙期にどうしたら良いか。 

 民間の場合は費用はかかりますが、公益財団の場合、はじめて

の取組ですので、早めに申込だけでもしておきますと有利かと

思います。同封のチラシでご参照ください。 

 

 

コロナ禍で、売上減少、資金不足、今後どうしよう 

かという方以下のように研修会をしますので、 

どうぞご参加ください。お待ち申し上げます。 

 日時 令和 3年 10月 15日 PM1：30～3：00 

 場所 くまもと県民交流館パレア 9階第 2会議室 

 ・第一部 1：30～3：00 1時間 日本政策金融公庫 黒木様 

             30分  農林中央金庫 本田様 

 ・第二部 3：10～5：00 30分  肥後銀行 森様 

             30分  熊本銀行 大畑様 

             30分 熊本第一信用金庫 宮崎様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海老処 太陽 

お家で定食！お家で丼ぶり！ 

家の中でちょっとしたご馳走を是非♡ 

懐石料理もありますよ～♪ 

※懐石料理は各1,500円以上5個～/3日前要予約 

TEL:096-384-3200 

 

◆まんぷく処/呑べぇ処 ふじ屋◆ 
東区戸島にある定食屋★定食がテイクアウト 

できます！テイクアウトになんと！！      

お酒に合う地鶏もあります♪    

ぜひ一度食べてみてください♡ 

TEL:096-380-2603 

 

道の駅清和文楽邑 
清和物産館「四季のふるさと」 

熊本県上益城郡山都町大平152  TEL:0967-82-2727 

 

 

 

 

 

 

 

ビアレストラン オーデン 

ドイツ料理でまず思い浮かぶものはハム・ソーセージ。オーデンでは

熊本産「極上グレード」の豚肉を用い、一品一品丁寧に手作り。

2005 年世界最高峰の食肉加工品コンテスト SUFFA でも銀賞を

受賞など、世界が認めた 

味わいがお楽しみ頂けます。 

熊本市中央区下通1-9-8 

銀座ビル 1F・2F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お電話でのご注文はこちら 050-1748-2980（yuizen ｽﾀｯﾌ対応） 

お店に直接はこちら    0968-43-0320 （en屋） 

 

● あたりや 菊陽店 ● 

ご自宅でボリューム満点の 
モダン焼き・お好み焼きは 

いかがでしょうか♪ 

出来立てのテイクアウトのほか 

冷凍での販売も行っているので小腹がすいたときにいつでもお

店の味を味わうことができます。ぜひ一度お立ち寄りください！ 

テイクアウト特集 

1 0 月 15 日資金繰り対策研修会ご案内 

製作・発行：税 理 士 法 人  未 来 税 務 会 計 事 務 所 
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